
 交通事故防止はみんなの願いです。登下校の安全
な歩行や正しい自転車の走行について、４月２７日
（木）に交通安全教室を開催しました。 
 山鹿警察暑から正しい道路横断や歩行の仕方、安
全な自転車の走行の仕方について、具体的に指示を
いただき、１、２年生は、横断歩道を使っての安全
な横断の仕方やマナ
ーを、３年生以上は運
動場で、基本的な自転
車走行の仕方や交通
ルールに沿った道路
での走行の仕方、万一
事故にあったときの
対応などを具体的に学ぶことができました。 
指導には、毎朝校門近くで交通指導に従事いただ

いている渕上さんや地域の見守りに協力いただい
ている松尾さんをはじめ婦人会の皆様方、総勢１３
人の方々の温かい協力を得ました。ありがとうござ
いました。 
 児童は、交通安全の大切さを自覚するともに、交
通安全の具体的な方法を学ぶことができました。引

き続き、登下校指導を
行っていきます。 
三玉小校区は自動車

の通行も多く、地域の
皆様には安全な走行を
していただいておりま
すが、狭い道やスピー

ドの出やすい道もあり、交通安全は地域の願いです。
引き続き、登下校の児童の見守りをよろしくお願い
します。 

５月が始まりました。いよいよ教育活動も充実し
ていきます。どの学年の児童も熱心に授業に参加
し、活動に一生懸命です。１年生は、毎日確実に成
長しています。これからが楽しみです。 
 先日、「笑顔いっぱいの学校」のために何ができ
るかと児童に問うたところ、児童玄関の黒板にいろ

いろなメッセージが書かれてい
ます。その一部を紹介します。・
・・・ 
「勉強」「進んで行動」「１年生

に声をかける」「２分前行動・着席」

「大きな声であいさつ」「いっぱい
発表する」・・・。素晴らしい。 
児童の思いや願いに応えるべ

く、一人一人の児童にしっかりと
関わっていきます。 

新型コロナウイルス感染防止について 
 新型コロナウイルス感染症は、５月８日から５類

へと移行し、それに伴い、感染や感染防止の対応が

変わりました。学校では、４月から基本的にマスク

着用は求めず、換気や手洗い、密接等の配慮等を行

っているところです。今回、感染時の出席等の扱い

が変わりましたので、基本的な対応と併せて、以下

お知らせします。 
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＜基本的な対応＞ 

○マスク着用は基本必要ありません。基礎疾患や体

調不良、不安でマスク着用を希望する児童に配慮

します。（給食準備はマスク着用とします。） 

○学校では換気や手洗い、密接等に配慮し、通常の

教育活動を行います。 

○これまで毎朝の検温をお願いしておりましたが、

不要となりました。学校でも行いません。 

＜欠席について＞ 

○発熱やのど痛、せきの普段と異なる症状がある場

合は、自宅で休養してください。かかりつけ医で

受診してください。 

○感染した場合は、「発症翌日から５日経過し、か

つ発熱やのど痛、せき等の症状がなくなり１日経

過するまで」は、自宅等での療養となります。こ

の期間は出席停止となります。医師の診断に基づ

いてください。また、発症から１０日を経過する

までは、マスク着用をお願いします。 

○今後、濃厚接触者の特定や行動制限はなくなりま

す。そのため、同居の家庭が感染の場合や感染者

と感染対策なしに飲食をともにした場合であって

も、本人に感染が確認されていない場合は、行動

制限はありません。学校までご相談ください。 

○感染への不安があり、保護者の判断で欠席させる

場合は、児童の基礎疾患や医療的ケアの必要性、

また、同居家族に高齢者や基礎疾患がある方の事

情等を考慮し、学校が出席停止と判断した場合を

出席停止とします。学校までご相談ください。 

※これまで同居の家族に風邪などの症状があり、県

リスクレベル２以上の場合は、自宅待機とし、出

席停止の措置をとりましたが、その措置は、今後

ありません。 

 

【５月の連絡】詳細はすでに文書で連絡済み 

○児童引き渡し訓練・・・5/17（水）15:30- 
○集団宿泊教室（５年）・・・5/25（木）26（金） 
○ＰＴＡ資源回収・・・5/28（日）7:00- 
よろしくお願いします！ お世話になります。 


